
 

福島空港貸切バス借上支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 福島空港利用促進協議会（以下「協議会」という。）は、福島空港を利用した

誘客促進を図るため、貸切バスを利用した福島県への団体旅行を催行する事業者

（以下「事業者」という。）に対し、福島空港利用促進協議会補助金交付規則（以下

「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交

付する。 

 

（助成の対象及び補助額） 

第２条 補助金は、別表に掲げる福島県への送客を目的とした貸切バスを利用した旅

行について、同表に定める事業者に対して交付するものとし、その額は同表に定め

る額とする。 

 

（申請書の様式等） 

第３条 規則第４条第１項の申請書は、第１号様式によるものとし、その提出期限は、

当該事業を実施する日の１５日前までとする。 

２ 申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。 

（１）事業計画書 

 （２）その他参考となる資料 

 

（補助金の交付条件） 

第４条 規則第６条第１項に規定する交付の条件は、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）及び補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）に従うこと。 

 

（申請を取り下げることのできる期日） 

第５条 規則第７条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理

した日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

（変更等の承認申請） 

第６条 規則第９条第１項の規定に基づき、承認を受けようとする場合は、補助事

業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）を提出しなければならない。 

２ 規則第９条第１項第１号の別に定める軽微な変更は、補助額の増額を伴わない

貸切バスの借り上げに要する経費の変更とする。 

 

（完了報告） 

第７条 補助事業を実施した事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに完了



 

報告書（第３号様式）を提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第８条 規則第11条第１項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書（第４号

様式）に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日（事業廃止について会長の承認

を受けた場合においては、承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日又

は補助金の交付の決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日ま

でに行わなければならない。 

（１）事業実績報告書 

 （２）その他参考となる資料 

 

（補助金の交付の請求） 

第９条 補助金交付の決定の通知を受けた事業者は、補助事業が完了したときは、福

島空港貸切バス借上支援事業補助金交付請求書（第５号様式）を速やかに提出しな

ければならない。 

 

（会計帳簿の整備等） 

第10条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金の収支の状況を記載した会計帳簿

その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起

算して５年間保存しておかなければならない。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和元年１２月３日から施行し、令和元年度補助金から適用する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年３月１日から施行する。 

 附 則（令和８年４月１日改正） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

別表（第２条関係） 

補助対象事業者 補助対象 補助額 

福島空港を利用した国内線

による旅行商品を催行する以

下のいずれかの事業者。 

１ 一般社団法人日本旅行業

協会に加盟している旅行会

社 

２ 一般社団法人全国旅行業

協会に加盟している旅行会

社 

３ １～２の条件を満たす複

数の旅行会社により構成さ

れる団体等 

４ １又は２には該当しない

が、旅行業を生業とする法

人又は個人事業主 

 以下に定める条件をいずれ

も満たす旅行の催行。 

 なお、催行中の旅行におい

て悪天候等による代替着陸

（ダイバート）や、悪天候、

機材故障、又は福島空港に起

因する事由による欠航で、福

島空港を利用できなかった場

合は、事由発生の都度、福島

空港利用促進協議会と協議の

上、補助対象の適否を判断す

るものとする。 

１ 福島空港国内線（国内チ

ャーター便を含む。）を利

用した旅行であること。 

２ １団体１０名以上の旅行

であること。 

３ 利用する貸切バスは小型

以上であること。 

４ 福島県内の旅館・ホテル

に１泊以上宿泊すること。 

５ 福島県内の観光地を１箇

所以上、コースに組み入れ

ること。 

６ 補助対象事業者に対し、

他のバス助成制度を活用し

た旅行（うち、旅行者個人

への助成を除く）、国、地

方公共団体又は公的団体

（以下「国等」という。）

が主催する招請事業のよう

な貸切バス費用の負担がな

されている事業及び宗教活

動・政治活動を目的とした

旅行のいずれにも該当しな

いこと。 

１ 次の各号上段の場合にお

いて、貸切バス１台あたり

の借上げに要する経費と各

号下段に掲げる費用とを比

較し、低い方の額とする。

ただし、借上げに要する経

費には、消費税及び地方消

費税相当額は含まれないも

のとする。 

 (1) 往復利用の場合 12 万

円 

 (2) 片道利用の場合 ６万

円 

２ 旅行出発日が 11 月から

３月にある場合には、第１

項各号下段の金額を次の額

に読替えるものとする。 

 (1) 12 万円とあるもの 15

万円 

 (2) ６万円とあるもの ９

万円 



 

７ 第６項に掲げる場合を除

く国等が企画又は催行に関

与する旅行のときは、同一

年度内における補助対象事

業者への交付は、３回まで

とする。 

 

 


